
2023 年 6 月 15 日 

 

亀の井バス株式会社 

 

路線バス（乗合バス）の上限運賃変更認可申請について 

 

亀の井バス株式会社（本社：大分県別府市、社長：川下英次郎）では、2023 年 6 月 15 日

（木）、九州運輸局に乗合バス上限運賃変更認可申請を行いました。 

 日頃より、ご利用いただいておりますお客様におかれましては、何卒事情をご賢察のうえ、

ご理解賜りますようお願い申し上げます。なお、申請理由および申請概要は以下のとおりで

す。 

 

 

1. 申請理由 

亀の井バスは、1994 年(平成 6 年)3 月の前回運賃改定（消費税改定によるものを除

く）から約 30 年間「お客様の安全」を最優先に掲げ、バス車両における安全機器の搭

載や乗務員への安全教育、また路線網・輸送サービスの拡充および利用者利便の充実を

図り、地域の交通手段の維持・確保に努めてまいりました。 

 この間、社会環境は少子高齢化や人口減少などに加え、近年では新型コロナウイルス

感染拡大による観光客の激減、テレワークの浸透やオンライン授業の実施など、新生活

様式の定着による移動需要自体の低迷により極めて厳しい事業環境となっております。 

 さらに、深刻なバス乗務員不足による要員確保に向けた待遇改善等に伴う人件費の増

加や燃料費の価格高騰など、各種輸送費用も増加傾向にあります。 

今後、安全対策強化のための投資、低環境負荷車両の導入などの脱炭素化への取り組

みの推進により、さらに厳しい経営状況が想定されます。 

 このような事業環境においても、今後も公共交通事業者の使命として、安全・快適な

サービスの提供を維持していくため、運賃改定による収支改善が必要と判断し、今般、

上限運賃変更認可申請いたしました。 

 

2. 申請内容 

(1) 申請日          

2023 年 6 月 15 日（木） 

(2) 運賃改定実施予定日        

2023 年 12 月（予定） 

    ※認可後にあらためてお知らせいたします。 

 



(3) 申請・現行運賃比較表         

 現行運賃 申請上限運賃

※1 

実施運賃(予定)  

※2 

対キロ

区間制 

基準賃率 40 円 01 銭 48 円 00 銭 46 円 00 銭 

初乗運賃 150 円 170 円 170 円 

初乗り運賃

定期券 

(通勤 1 ヶ月) 

 

6,300 円 

 

7,140 円 

 

7,140 円 

※１申請上限運賃とは、一般乗合バス事業の経営に必要な原価に応じて算出されるバス

事業者が収受してもよいとされる運賃の上限額です。 

※2 実施運賃とは、認可が得られた上限運賃の範囲内で実施する、実際にお客様から収受

する運賃額です。 

 

(4)主要区間の運賃 

 

主要区間 

 

普通運賃 

現行運賃 実施運賃

(予定) 

別府駅西口～ビーコンプラザ前 170 円 190 円 

別府駅西口～別府大学下 260 円 300 円 

別府駅西口～鉄輪 330 円 390 円 

別府駅西口～別府医療センター 360 円 430 円 

 ※実施運賃の平均改定率は 16％程度の予定です。 

 

３.収支状況および輸送人員 

 輸送人員 収支状況 

２０２１年度(申請実績年度) 2,045 千人 ▲247 百万 

２０２３年度 

(申請推定年度) ※3 

運賃改定前 2,681 千人 ▲114 百万 

運賃改定後 2,649 千人 ▲4 百万 

※運賃改定後の 2023 年度輸送人員、収支状況は申請上限運賃での推計値です。 

 

４. 経営改善に関する今後の取り組み 

 当社ではこれまでの間、不採算路線の合理化や車両の更新期間延長による投資額の削減、

エコドライブの推進による燃料費の削減等などの取り組みを通じて経営改善に努めて参り

ました。現在においては、お客様の利用状況を踏まえた運行計画の変更などを行い、経費

削減に努めました。 

  今後も、運行計画の適正化や業務の効率化など、生産性を向上させる取り組みにより、さ

らなる経営改善を進めて参ります。 



５.安全性向上の取り組み 

 より一層の安全を目指して、ドライブレコーダーの新型機種への代替、ドライバー異常時

対応システムの導入などハード面の充実に取り組んでおります。さらに健康診断項目に脳

ドック、SAS 検査を加え健康管理の厳正化により、健康起因による事故防止を図っており

ます。今後も運転士のさらなる安全意識の醸成と運転技能の向上に努めてまいります。 

 

６.サービス向上に関する今後の取り組み 

 当社では安全・安心・快適な輸送サービスを提供するため、事故防止や接遇向上のための

教育を充実させるために、研修等を活用してさまざまなスキルアップに取り組むなど、人

材育成に注力しております。 

  また、デジタルチケットの導入促進によるキャッシュレス決済の拡充や、将来のお客様

である子どもを対象としたサービスや「バスの乗り方教室」の開催等お客様の利用増につ

ながる施策を検討し、サービス向上への取り組みを推進して参ります。 

 

７. 本件に関するお問い合わせ先 

  亀の井バス株式会社 営業本部 営業部 乗合課  

電話：0977-25-1668（平日 9:00～18:00） 

                                     以上 


